
　　第３次長野県男女共同参画計画における教育委員会関係の施策について

教育総務課

１　重点プロジェクト　※教育関係抜粋

２　基本目標と施策の展開　※教育関係主な施策抜粋

具体的施策 施策の内容

県の女性教員の
管理職等への登
用と職場復帰の
支援

○女性教員の管理職登用を推進するため、市町村教育委員会等と連携しながら
　校内の指導的立場に積極的に任用し、管理職として必要な指導力や資質を高
　めます。
○育児休業を取得した教員の円滑な職場復帰を支援するため、休業中の研修機
　会についての情報提供を充実します。

地域組織におけ
る女性の参画促
進

○地域組織における方針決定過程への女性の参画を拡大するため、市町村と連
　携して実態の把握に努めるとともに、意識啓発やモデル事例の収集提供を行い
　ます。（知事部局と連携）

具体的施策 施策の内容

男女の人権にか
かわる教育の推
進

○男女とも一人ひとりが思いやりと自立の意識を育み、個人の尊厳と男女平等
　の理念を推進する教育・学習の一層の充実を図ります。その際、男女共同参
　画の意義やワー ク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）の重要性について
　理解の促進を図ります。

キャリア教育の推
進

○子どもたちが、自らの生き方を主体的に選択し、将来の生活設計ができるよう
　に、また、望ましい職業観・勤労観が身につくようにキャリア教育を進めます。

体験学習の推進
○児童・生徒が知識の習得だけでなく、実際に保育実習等の体験的な学習を進
　めるため、体験事業の受入先の拡大を図ります。

啓発資料等の活
用

○児童・生徒の発達段階に応じた啓発資料や、高校生を対象とした意識調査結
　果などを踏まえた男女共同参画社会づくりに関する啓発資料を作成し活用を進
　めます。（知事部局と連携）

男女共同参画社
会の視点からの
学校づくり

○校長会等で男女共同参画の意義を説明するとともに各校での取組を推進しま
　す。
○性別による固定的な役割分担意識をイメージする表現がないか等、男女共同
　参画を推進する視点から、学校における掲示物や学習資料を確認します。

教職員研修の充
実

○総合教育センターの研修や人権教育担当者が参加する研修などで男女共同
　参画に関する内容を扱います。
○指導主事や人権教育推進員が学校を訪問して、学校における教職員研修へ
　の支援を行います。
○学校における性に関する教育を実施する教職員を対象に、研修会を実施しま
　す。

■行政機関等における女性の参画拡大

基本目標３　男女共同参画を推進する教育・学習の充実
■学校教育の充実

［プロジェクトⅠ］女性の活躍支援

基本目標１　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

　・自治会やＰＴＡなどの地域組織等への女性の参画を拡大するため、男性の理解と協力を得るた
　　めの啓発に加え、女性自身の積極的な参画を推進するための意識啓発を行います。

■行政機関における政策・方針決定過程への女性の参画促進
　・県職員や公立学校教員の女性管理職の積極登用に努めます。

■地域組織における女性の参画促進

◆達成目標◆

小・中学校
12.1％

小・中学校
       14％

高等学校
4.6％

高等学校
６％

H22.5

現状 備考

H27 県活動指標

指　　標　　項　　目 年度目標時点

公立学校の管理職(校長、教頭)に占める女性の割合



具体的施策 施策の内容

家庭・地域への啓
発活動の充実

○人権教育リーダー研修会や人権教育リーダー養成講座等において、男女共
　同参画に関する内容を扱います。
○指導主事や人権教育推進員が学校・公民館等を訪問して、家庭・地域に対
　する啓発を支援します。

情報モラル教育
の推進

○インターネット・携帯電話の子どもたちへの普及に対応し、ＰＴＡ研修会等の機
　会を通じ、家庭における情報モラル教育を促進します。

ＰＴＡ指導者研修
○郡市ＰＴＡ連合会、高等学校ＰＴＡ連合会とも連携して、 ＰＴＡ役員など指導的
　立場にいる者を中心に研修会を開催します。

具体的施策 施策の内容

地域における普
及啓発

○自治会、ＰＴＡ等の方針決定過程への女性の参画を拡大するため、地域組織
　のリーダーを対象とした講座を行うなど男性の理解と協力を得るための啓発に
　加え、女性自身の積極的な参画を推進するための啓発を行います。（知事部
　局と連携）

具体的施策 施策の内容

仕事と家庭の両
立支援

○地域住民に対する研修、セミナー等により、仕事と家庭の両立支援制度の利
　用促進や働き方の見直し、男性の子育て参加に関する意識醸成を行います。
　（知事部局と連携）

具体的施策 施策の内容
子育て支援体制
の推進

○放課後の子どもの安全で安心な居場所を提供するため、地域の方々との交流
　を行う放課後子ども教室を実施する市町村を支援します。

具体的施策 施策の内容

若年層への啓発
○高等学校における人権教育担当者が参加する学校人権教育研修・連絡協議
　会において、デートＤＶ等の内容を扱います。

具体的施策 施策の内容

教育の場での防
止対策

○スクール・セクシュアル・ハラスメント防止ガイドラインを活用した研修会を開催
　し、各学校の取組を進めます。
○各校に設置されている児童生徒や教職員のための相談窓口が充実し、機能
　するよう校長会等で要請します。

■家庭教育・社会教育の充実

基本目標７　地域社会における男女共同参画の推進
■地域における方針決定過程への女性の参画促進と活力ある地域社会づくり

基本目標８　男女の仕事と生活の調和

■セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止

■仕事と生活の調和の実現

■子育てをサポートする体制の充実

基本目標１０　男女間のあらゆる暴力の根絶
■女性に対する暴力根絶のための基盤づくり

◆達成目標◆

公民館長に占める女性の割合 6.8% H22.4 15% H27 県民指標

公立小・中学校のＰＴＡ会長に占める女性の割合 2.2% H22.4 10% H27 県民指標

備考時点 年度現状 目標指　　標　　項　　目


